
g 

i! 
i : 
T ; 

きづ

ーわ

辛子理安日ー- l'司 J、~ 3!l二;f<四日召

麓

樟

載

論

酬

過

猿

段
別
割
論
・
・
・
・
'
・
・
・
・
・
・
・
・

2
平
博
士
一
神
戸
正
雄

敷
皐
的
経
漕
皐
の
論
理
的
構
造
・
・
・
女
皐
博
士
米
国
庄
太
郎

貨
幣
の
本
質
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
文
畢
博
士
高
田
保
馬

時

論

米
債
基
準
設
定
に
就
い
て
・
-
-
-
-
-
空

2
・
士
八
木
芳
之
助

説

苑

開
家
経
費
の
韓
嫁
に
就
い
て
・
経
済
事
士
小
山
田
小
七

統
計
の
解
説
、
批
判
、
解
抹
・
・
経
湾
曲
学
士
崎
川
虎
三

怒
鳴
伺
表
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
怒
一
焼
事
士
柴
田
敬

脇

棺

位

陣

生
産
費
画
数
と
生
産
費
遁
増
減
の
法
則
経
済
事
士
高
森
晋

戴
…
一
一
一
問
問
措
築
失
業
の
季
節
的
饗
動
・
・
経
湾
曲
学
士
益
田
熊
雄

人
口
定
数
観
考
・
・
・
・
・
・
・
・
法
皐
博
士
財
部
静
治

市首

A
V

正

米

市

場

規

則臨

阿

倍

野

新
著
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題



統

計

拾

穗

抄

(
一
二
∀

財

部

静

治

雑

錐

欧
洲
諸
国
の
建
築
工
業
に
於
け
る
失
業
の
季
節
的
蝿
動

一
五

人

口
定

数

観

考

白
、

大
正
九
年
十
月

一
日
午
前
零
時
に
於
け
る
、
帝

国
内

地
の
全
人
口
五
五
、九
六
三
、
〇
五
三
人
な
り
と
し
、

一
般
に

一

定
瞬
間
に

一
政
治
医
劃
内
に
あ
る
、
人
の
穂
数
を
人
口
な
り
と

第
三
十
一
巷

二
九
九

第
二
號

一
四
三



雑
.
鐘

統
計
拾
穗
抄

し

て
も

、
そ

は
移

動

性
を
有

す

る

一
本
艦

の
、

一
断

面
を
指

し

て
便
宜

上
し
か
稽

す

る
も
の
な

る

こ
と
を
怠

る
べ
き

に
非
す

と

す

る
の
趣
旨

は
、

}
旬
年

以
前

の
拙

著
「
國
勢

調
査

問
題
講

話
」

中
に

、
説
き

し
所
な

り

、
(
同
著

一
一
及
二
〇
五
頁
以
下
参
照
)

帥

ち

人

口
組
成
者

の
實

質

よ
り

せ
ば

、
右
幾

百
千

萬

を
生

む
の

輩
位

た

る
べ
き

人

々
は
、
時

々
刻

々
攣

り

つ
つ
あ
り

、
此
動

き

つ
つ
あ
.る
も
の
の
塊

り

亟
、
入

口
月
収
置

な
り

と
す

く
か
ら

も

、

四
四

引

く
(
」

幽♂

'
1
(

「'
崇

「」

囚

げ
,ノ

'

猫
豫

に
生

れ
カ

る
幾
多
統

計
學
者

中

に
て
も

、
経
済
學

者

と
し

て
令
名

を
畢
ぐ

る
と
共

に

、
筆

鋒
犀
利

な
る
を

以
て
屈

指

の
雄

た
り
し
O
・
国

国
轟
署

が
、
人

口
を
或

は
川

(・鷺

d
9
・乱

言
国
7

三

欝
ぎ
泥

亀
q

ロ自
軍
げ
ぎ
一基
。
旦

ひ
Q。
。自
■
Nと

或

は
雲

(く喀

ρ
鼠
径
9

巴
m
↓
ゴ
8
「①
臨
写
「
ぎ

匙
8

}暫
ξ
び
●
霞
「
宕
9
『

O
①『

F

ω
Pp
斤.
冒

騙
畠
.

ド
φ

o
い
)
に
磐

へ
た

る
は

、
實

に
か

か

る
観
想

に

本

づ
け
り

、

さ

れ
ど
又

噛
定

期
間
内

に
、
幾

人
か

出
現
し
存

命
し

喪

は
れ
行

く

こ
と

を
、
確

か
め
得

た
り
と

す

る
も

、
人

口
の
流

れ
幾
何

の

大

さ
を

呈
す

べ
き

か
は
、

そ
の
材
料

に
よ
り
即
座

に

乙
を
窺

知

し

得

べ
き

に
非

す

、
素

よ
り
人

口
研
究

上
か
か

る
材
料
も
輕

ん

す

べ
き

に
非
す

、
現
に

外
囲

に
あ
り

て
は
人

口
静
態

統
計
叉

は

第
三
十

一
巻

三
〇
〇
.

第
二
號

一
四
四

人
口
の
瞬
間
状
態
調
査
、
備
は
る
に
至
ら
ざ

り
し
當
時
、
か
か

る
材
料
を
土
蛮
と
し
て
、
人
口
計
数
.を
割
出
し
拠
る
の
事
蹟
あ

り
、
そ
の
推
算
に
よ
り
静
態
統
計
の
不
備
を
補

ふ
の
手
綾
上

、

そ
の
背
後
に
観
想
さ
れ
た
る
人
口
定
敬
観
の
假
論
は
、
永
く
學

者
の
贋
裡
に
宿
さ
れ
、
そ
の
學

理
編
述
上
の
迷
夢
を
醒
ま
す
に

至
り
し

は
、
さ
程
昔
の
こ
と
九
ら
ざ
る
を
以
て
、
旬

年
更
改
を

掟
と
せ
る

我
國
勢
調
査

が
、

本
年
十
月
を

待
ち

將

に
第
二
回

の
基
本
調
査
を
逡
仲
ん
と
す
る
を
機
と
し
、
聯
か
そ
の
顛
末
を

簡
軍
に
紹
介

せ
ん
と
す
る
は
、
本
編
の
主
眼
た
り
、
さ
れ
ど
叉

か
か
る
観
想
に
關
嚇
し
、
退
い
て
先
づ

一
顧

の
値
ひ
あ
る
を
感

ず
る
は
、
大
宰
春
台
(延
室
八
一
延
享
四
、印
西
紀

一
六
八
○
一
一
七

四
七
年
)
の
命
数
観
な
り
、
(享
保

一
四
、
即

一
七
二
九
年
の
自
序
を

付
す
る
経
濟
録
中
「易
道
」及
延
享
二
、
郎

一
七
四
五
年
の
序
を
付
す
る

六
経
略
読
参
照
)
以
下
そ
の
要
領
を
紹
介
せ

ん
。

二
、
春
台
曰
く
「
凡
天
地
蒔
物
付
に
て
も
数
(叉
は
定
数
)
な
き

者
は
な
し
、人
の
身

の
上
に
て
言

へ
ば
、生
る
よ
り
死
る
迄
、
蝸

幅
升
沈
音
数
あ
り
、
萬
物
に
云

へ
ば
鳥
獣
魚
鼈
の
生
死
草
木
の

榮
枯
皆
数
あ
り
」(
以
上
録
)
「警
ば
果
實

の
如
し
、
最
初
花
落
て



實

を
結
ぶ
時
、
真
数
幾
千
萬
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
す
、
月
日
を

経
る
内
に
、
其
實
熟
す
る
を
侍
す
し
て
落
る
者
過
半
な
り
、
熟

す
る
時
に
及
で
樹
上
に
留

る
者
僅
か
に
十
の
二
三
な
り
、
是
造

ク
キ
ヤ
ウ

物
者
の
所
爲
な
れ
ど
も
、
究
竟
す
る
と
こ
ろ
其
物

の
定
れ
る
数

タ

ウ

コ
ウ

ウ

ツ

ハ
モ
ノ

な

り
、
叉

(
器
物
の
上
に
て
云
ふ
に
)
陶

工
の

器

を
作

る
に

、
籔

ヤ
カ

ワ

十
の
中
に
い
ま
だ
焼
す
し
て
破
る
る
有
り
、
焼
て
後
に
破
る
る

ナ
カ

有

り
、
其

成
就

せ
る
中

に

、
叉
好
き

有

り
悪
き
有

り
、
・ゲ、
れ
よ

イ

ク

コ

ウ

り
世
人
の
用
と
な
り
て
、
幾
ほ
ど
も
無
く
破
れ
失
す
る
有
り
、

敏
十
百
年
を
経
て
久
く
存
す
る
有
り
、
此
等
は
人
の
手
に
て
作

バ
イ

る
者
に
て
、
造
物
者
の
所
爲

に
も
あ
ら
ね
ど
も
、
共
成
敗
に
自

然

の
激
あ
り
、凡
萬
物
萬
事
に
皆
か
く
の
如
く
の
敏
あ
り
、人
も

ノ
イ

亦
然

な
り

、
入

の

上
に

て
は

こ
れ
を

命
と

い

ふ
L
(
以
上
、
略
説
)

「
此
撒

は
神
聖

の
力
に

τ
も
攣
移

す

る
こ
と
能

は
す
」
(
以
上
、錬
)

と
。
是

と
同
様

な
る
趣

旨

は
、
享

保

「
七

(
西
紀

}
七
三
二
、
郎

春
塁
五
三
歳

の
時
)
年

の
自
序

を
付

す

る

「
聖
慶
問

答
」
中
に
も

、

吐
露

せ
ら

る

る
と
共

に
、

そ
の
主

張
の
基
本

と
な

れ
る
宇

宙
観

に
も

言
及
せ
ら

れ

九
り

、
数
を
説

き

つ
つ
そ
の
観
念

内
に

、
正

邪
善
悪

の
別
を
縫

込

み
た

る
鮎
、
頗

る
興
味

深
き

を
以
て

、
併

雑

錐

統
計
拙
稿
抄

せ
て
引
か
ん
か
、
曰
く

「陰
陽
の
二
氣
は
天
地
に
昇
降
す
る
者

な
り
、
五
行
の
氣
は
天
地
の
聞
を
運
行
す
る
者
な
り
、
陰
陽
は

カ

ウ
タ
イ

ワ

ウ

ス
イ

盈
虚
消
長
し
て
萬
物
を
生
じ
、
五
行
は
更
代
旺
表
し
て
萬
物
を

サ

カ
リ

オ

ト

ロ
フ

養

ふ
、
陰
陽
は
天
地
の
氣
な
り
、
五
行
は
又
陰
陽
よ
り
分

れ
出

丸
る
着
な
れ
ば
、
陰
、陽
五
行
の
氣

は
皆
正
気
に
て
、
是
に
邪
、悪

の
氣
は
有
る
ま
じ
き
義
と
お
も
は
る
れ
ど
も
、
此
氣
に
大
過
不

及
と
い
ふ
こ
と
有
り
、
大
過
と
は
甚
暑
く
甚
寒
き
類
な
り
、
不

及
と
は
寒
か
る
べ
き
時
暖

に
、
暑
か
る
べ
津
時
涼
き
類
な
4一
'、

寒
暑

の
み
に
限
ら
す
、
風
雨
霜
雪
の
類
ま
で
皆
撚
り
、
陰
陽

五

行
の
氣
は
天
地
の
間
を
均
く
昇
降
運
行
す

れ
ど
も
、
大
過
不
及

ア
タ

あ
る
に
因
て

正
気
も
邪
気
と
な
り
て
、
人
に
中
の
物
を
害
す
、

天
地
は
萬
物
を
生
じ
萬
物
を
養

ふ
は
常
な
れ
ど
も
、
其
氣
の
大

過
不
及
に
因
て
は
、
萬
物
を
傷
害
す
る
こ
と
有
り
、
是
天
地
の

サ

イ

レ
イ

如
何
な
る
心
に
て
、
此
災
珍
を
降
す
と
い
ふ
こ
と
を
ば
、
智
者

も
知
る
こ
と
能
は
す
、
然
れ
ば
天
地
は
正
気
の
み
に
て
邪
気
な

し
と
い
ふ
べ
か
ら
す
、
又
造
物
の
理
を
ば
、
古
よ
り
陶
家
の
器

を
造
る
に
讐

ふ
、
古
詩
に
洪
鉤
陶
萬
類
と

い
へ
る
は
、
此
番

な

ニ

　

り

、
洪
は
大

な
り
、
鈎

は
陶
家

の
轆
轤

を
鈎

と

い
ふ
、
天
地

の

第
三
十

一
巻

三
〇

一

第

二
號

一
四
五



雑

錐

統
計
拾
穗
抄

萬
物
を
邉
る
轆
轤
な
る
故
に
、
洪
鈎

と
い
ふ
、
陶
工
の
器
を
造

キ
ズ

る
は

、
同
形

の
器
を

百
千

造

る
に
、
皆
悉

疵
な
く

、
其

形
の

好

く
、
成
就

せ
ん

こ
と
を
欲
す

れ
ど
も

、
其
器

の
成
就
す

る
に
及

で

、
形

に
不

同
あ
り

、
或

は
疵

あ
.り

、
或

は
藥

の
行

と

ど
か
ぬ

庭

も
有
り

、
百
千

の
陶

器

「
様

に
は

あ
ら
す

、
天
地

の
萬
物

を

生
す

る
も

亦
然
な

り
h
造
物

に
悪
意

な
け

れ

ど
も

、
生
す

る
所

の
物

に
は
善

悪
あ

り

て
、
其
.性

さ
ま
ざ
ま

な

り
、
大
.癌

に
は
虎

ヵ

ア
ブ

ノ

し
シ
ラ

こ

狼
の
類
あ
り
.
小
贔

に
は
蚊
虻
蚤
勲
の
類
あ
り
、
家

に
は
鼠
あ

イ
ナ
ゴ

O
、
田
に
は
蛙
あ
り
、
是
皆
人
を
害
す
る
悪
物
な
り
、
鳥
獣
魚

鼈
の
み
に
あ
ら
す
、
草
木
金
石
に
も
毒
物
あ
り
」
。
と
、
(同
書

上
巻
中
)
之
と
共
に
叉
春
台
は
、
命
と
理
と
の

別
を
立

て
、
海

外
に
於
け
る
蓋
然
数
理
ω
理
論
磯
達
に
件
ひ
、
諸
學
者
に
よ
り

論
辯
さ
れ
し

、
.偶
然
論
を
偲
ば
し
む
る
が
如
き
、
言
説
を
立
て

た
る
は
興
味
深
し
、
曰
く

「
理
は
死
學
な
り
、
命
は
活
物
の
上

帝
よ
り
出
る
者
に
て
、
定
ま
れ
る
こ
と
無
き
者
な
り
、
」
「
理
は

シ
バ
ラ
ク
チ
イ
サ

物
.の
も

く
め

す
ぢ

め
な

り
、
人
事
に

も
す

ぢ
め

有
り

、
且
小

き

イ

事

を
以
て
こ

れ
を
喩

へ
ば
、
團
碁

と
饗
六
の
如
し
、
碁

に
は

ナ

三
百
六
十

の
道

あ
れ
と
も
、
大
要

を

い
へ
ば
、
勝

つ
道

と
貢

る
道

と

第
三
十

一
巻

三
〇
二

第

二
號

一
四
六

キ

シ

ク

ダ

ニ

つ
な
り
、
さ
れ
は
始

て

一
つ
の
碁
子

を
下
す

よ
り
、

一
局
終

り

て

イ

ヂ

バ

ン

勝
負

決
す

る
ま

て
、
勝

ρ
理

と
貢

る
理

と

二
つ
あ

り
、
上
手

な
る
者

は
其

の
理

を
覗

と
を
し
て
、
勝

つ
道
ば

か
り
を
打

て
、
資

る
道

を
打

ヘ

タ

た
す
、
下
手

は
勝

つ
理
を
も
貢

る
理

を
も
、覗

と
を
ナ

こ
と
能
は
す
、

勝

つ
道
を
打

ん
と
し
て
、
貢

る
道

を
打

つ
故

に
、
勝

貢
是

に
因

て
分

る
る
な
り

、
畢
・寛
園
碁
…は
勝

つ
理
と
召
ハ
る
理
と
を
岨恥
く
知

て
、
勝

つ

道

ば
か
り
を
打

て
、
負

る
道

を
打

た
さ
れ

は
、
敵

に
勝

つ
こ
と
必
定

な
り
、
理

に
て
勝
負

の
分

る

エ
者

な
る
故

に
、
智

あ
り

て
能

く
其
理

を

知
る
者

は
、
人

に
勝

つ
な
り
、
是

を
以

て
知

る

へ
し
、

一
切

の
事

物

の
理
デ
駕
獄
、
如
欄
あ
る
者

は
飛
し
知
る
た
り
、
離
乳
六
も
鯉
伺を
用
門る
蹴
丁

サ

イ

メ

な
れ
と
も

、
是

は
段
子

を
投

て
、
其

釆
に
從
ふ
者

な
る
故

に
、
骰
子

の
釆
凶
な
れ
は
、
如
何

な
る
、
上

手

に
て
、
如

何

な
る
智

に

て
も
、

敵

に
勝

つ

こ
と
能

は
す

、
是
命

に
似
た
り
、
骰

子

は
死
物
な
れ

と
も

こ
れ
を
投

て

一
よ

り
六
ま

で
の
釆
を
得

る

こ
と

は
、
定
重
れ

る

こ
と

無

く
、
人

の
心

に
任
せ

ぬ
慮

あ
る
は
、
活

物
に
似
た
り

、
然

九
は
事

物

の
理

は
、
囲
碁

の
勝

召
ハ
の
如
し
、
天
命

は
嬰

六

の
骰

子

の
釆

の
如

く
な
る
者

な
り
L

と

定

言

せ

り

、
併

せ

て
又

命

は

理

の

中

に

も

、

宿

る

こ

と

あ

る

を

認

め

て

曰

く

、
「
囲
碁

は

勝

負

の

理
を

覗

と

を

し

て

、
智

に

て

勝

つ

着

な

れ

ど
も

、

勝

つ

理

を

親

と

を

し

て

、
勝

つ
道

ば

か

ヒ

ト
テ

り
を
打

つ
中
に

、
過
ち

て

一
道

な
り

と
も
負

る
道
を

打
て
ば

、

そ

れ
よ
り
敗

れ
を
取
て

、
勝

つ

べ
き

碁

に
負

る

こ
と
有

る
は

、



婦
ノ・

是
亦
象

り
L
ど
、、
か
く
で
普
通
藩

ど
し
て
・塒

理
は
常
あ

の
て

定
ま

れ

る
者

な
り

、
命
は
常

な
ぐ
定

ま
り
無

き
者
な
砂
」
、

「,故

に
い
っ
と
て
も

理
に
勝

つ
者

は
命

な
り

、
理
は
命

に
勝

つ
こ

コ
エ

と
能

は
す
、
命
は
理
を
起
て
來

る
者
な
り
」
と
し
、
そ
0
主
張

の

一
活
用
と
し
て
曰
く
、「
書
経
に
天
道
幅
善
禍
淫
と
い
ひ
、
中

レ

レ

庸
に
大
徳
必
得
業
緑

、
必
得
業
壽
と
い
.へ
る
は
、
常
理
な
り
、

ニ

　

ニ

　

孔

子
の

不
遇

、
顔
淵

の
短
命

、
伯

牛

の
悪
疾

は
命
な

り
、
命

と

遅

と
乃
穽

弱

か
く

乃
如
し

、
冤
障

肇
」
へ
D
愈

ま
・
歪

〔
ト

き
拝

コ」
.
(
星
7
團
ノ
・'

(
一7
ノ

[
一ヨ
ー
一
9ノ
(
μ
曇

剛.二
「

!
.・.
一【
.
一「

な

れ
ど
も
、
命

と

理
と
の
辨
別
を

明
す

に

、
是

よ
り
近
き
事

4了

し
」
(
同
書
下
巻
中
)

と
、
か
く
紹

介
し

来

る
と

共
に

圖
ら
す
想

起

せ
ら

る
る

は
、
O
⑦
8
σq
。
O
o
ヨ
9
'・欝

ド
⑦
三
伍
の
名

著

.一
、7
。

三
Φ
野
o
論

判

O
要
Φ「養
二
〇
一戸
勾
"三

図
。
翌
〇
三
口
駐

コ

}　〇
三
B

中

の

「
比
喩

な
り

、
即

ち
同
著

者

が
實
際

の
各

政
治
問
題
を
観

し

、

}
つ
に
は
人
間
意

志
の
性

質

に
訴

へ
、
又

一
つ
に

は
無
数

な

る

自

然
的
原

因
の
作

用
を
蒙

る
に
よ

り
、
撚

り
と
す

べ
き

が
如

く

そ

の
問
題

中
不
定

無
常
「
水
も

の
」
と
す

べ
き
諸

元
素

を
含

む
、

そ

は
實

に
偶
然

の
勘
定

に

つ
け
込

む

の
要

あ

る
所

、
か
く

て
實

際

政
治

は
象
棋

指
し
を

以

τ
推

す

べ
き

に
非

す
し

て
、
歌

留
多

雑

錐

統
計
拾
穗
抄

巻
ぴ
に
婁

ふ
べ
し
と
ゼ
る
に
射
し
南(撒
著
経
済
眼
二
翫
四
頁
饗
照
)

前
記
春
台
の
所
説
は
同
巧
異
曲
と
評
す
る
を
得
べ
く
、
唯
不
.定

偶
然
の
働
を
以
て
率
直
に
天
命
に
騙
し
、
萬
殊
の
偶
然
重
盗
交

錯
の
世
界
に
就
き
隔
之
也
闡
明
す
る
の
理
な
き
や
の
榛
究
を
.
.

更
に
進
み
で
試
み
ざ
の
し
の
恨
あ
り
σ

右
の
如
き
命
数
観

に
醐
嚇
し
、
春
台
の
蓮
作
中
に
窺
は
.な
る

所
論
中
、
興
味
を
畳
ゆ
る
も
の
二
あ
り
、
改
元
に
關
ず
る
評
論

は
そ
の

}
に
し
て
、
國
家
の
生
命
観
は
そ
O
ご
な
り
、
以
下
少

し
く
略
叙

せ
ん
か
、
ω
改
元
に
つ
き
て
は
紫
芝
園
漫
筆
巻
之
八

(所
蔵
の
窺
本
に
擦
る
、近
年
列
行
の
崇
丈
叢
書
第

一
編
四
-
八
中
本
書

を
牧
録
す
る
も
、命
姑
ら
く
彼
此
野
照
の
勢
を
告
ぐ
)
中
隔
先
づ
「
日
本

博

士
家
請
辛
酉
年
爲
革
命
、
甲
子
年
爲
革
令
、
皆
必
改
元

、
自

前
世
如
是
」
と
説
き
、後
世
に
關
し
τ
は
自

己
の

一
生

申
、
辛
酉

の
年

に
改
元
せ
る
天
和
及
寛
保
の
二
年
號
、
甲
子
の
年

に
改
元

せ
る
貞
享
及
延
享
の
二
年
號
あ
る
と
共
に
、
他
の
年
に
改
元
せ

る
元
緑
、
寳
永
、
正
徳
、
享
保
、
元
文
の
五
年
號
あ
る
こ
と
を

も
掲
げ
つ
つ
.「博

士
家
革
命
革
令
之
設
、
荒
起
於
村
上
時
也
,

或

日
、
紳
武
開
国
以
辛
酉
即
天
皇
之
位
、
故
後
世
亦
必
以
辛
酉

第
三
十
一
巻

三
〇
三

第

二
號

「
四
七



雑

録

統
計
拾
穗
抄

帥
天
皇
之
位

、
故
後
世
亦
必
以
辛
酉
改
元
、
甲
子
、干
支
之
首

、

故
亦

必
改
元
、
未
知
然
否
」
と
結
び
た
り
、
今

や
改
元
に
關
す

る
憲
章
炳
乎
た
の
、
叉

一
般
に
太
陽
暦
を
採
用
せ
る
現
代
に
虚

し
、
か
か
る
こ
と
を
議
す
る
は
痴
人
夢
を
語
る
の
嫌
ひ
あ

る
べ

き
も
、
試
み
に
想

へ
還
暦
停
年
の
内
規
は
、
事

理
窮
奥
の
最
高

學
府
に
行
は
れ
、
將
に
來
ら
ん
と
す
る

「辛

未
政
表
」
の
還
暦

は
、
本
邦
現
行
政
統
計
の
盛
況
を
語
る
の

」
象
徴
た
ら
し
む
べ

く
、
そ
の
他

一
般
に
干
支
を
暦
に
配
す
る
の
除
習
は
、
杜
曾
の

諸
方
面
に
抜
き
難
き
も
の
あ
る
を
、
殊
に
徳
川
時
代
迄
の
問
題

と
し
て
の
改
元
は
、
諸
學
者
の
所
詮
に
富
む
を
以
て
、
之
を
史

論
の

一
題
目
と
な
し
、
且

又

一
代

O
⑦コ
9
註
o
ロ
年
数
に

関
す

る
統
計
的

一
般
研
究
を
之
に
結
付
く
る
は
、
興
味
多
き
事
項
に

属
す
と
錐
も
、
之
を
主
題
と
せ
る
研
究
は
他

日
に
譲
ら
ん
と
欲

す
。
次
に
②
國
家
の
生
命
に
關
し
春
肇
は
、

「国
家

の
治
齪
興

屡
存
亡
も
皆
自
然
の
数
あ
り
、
人
力
の
爲
塵
に
非
す

、
治
ら
ん

と
す
る
國
は
、
誰
治
め
す
と
も
治
る
、
齪
れ
ん
と
す
る
國
は
、

聖
賢
あ
り
て
も
是
を
治
て
齪
れ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
能
は
す
」

と

し
、
国
家
の
生
存
に
も
人
の

一
生
に
於
け
る
が
如
く
、
生
老
病

第

三
十

一
巻

三
〇
四

第

二
號

一
四
八

死
の

数

あ

る

こ

と

に

言

及

し

、
支

那

に

そ

の

例

謹

を

求

め

、「
夏

般

周

の

三

代

は

皆

聖

人

の
創

業

し

玉

へ
る
国

家

な

れ

ど
も

、

生

老

病

死

永

き

は
あ

ら

す

、
漢

よ

り

以

後

は

其

創

業

の

君

、

二
帝

三

王

の

如

く

の

聖

人

に

非

ざ

れ

ど

も

、

天

命

を
稟

け

て
國

を

開

き

、

子

孫

こ

れ

を

保

つ

こ

と

、
或

は

二

百
年

或

は
三

四

百

年

な

り

、
其

世

に

も

亦

皆

生

老

病

死

あ

り

、

三

代

¢

天

下
も

一
た

ひ

至

」
一ド
ノ
」ド
」
騨二
ゐ
p5
p
一
二
・'あ

ノ
、
臣
巳
層
一
F

履」
D

㌧

よ

尋
一ド

旧
ー
ノ
ー

レ
白
t

〔

胃
、」

　2
-
び
、
、
～
オ

～

斗
匹
し

ーノ
3

(

ノ
ブ

.・一
7
ゴ

ー
L

(
録
)
と
論

じ

た

り

,蛤

を

指

し

て

濱

栗

と

呼

ぶ

が

如

く

,
以

形

⑰

刷
一

一

名
く
る
と
同
様
、
人
を
律
す
る
の
理
を
以
て
、
國
を
推
す
が
如

き
類
推
設
は
、
西
洋
學
著
聞

に
も
行
は
れ
し

こ
と
紗
か
ら
す
と

錐
も
、
吾
人
は
今
之
を
詳
説
す
る
こ
と
を
避
く
。

三
、
春
塁
は
右
の
如
き
国
家
命
数
観
を
懐
け

る
に
拘
は
ら
す

、

歴
代
人

口
計
数
の
消
長
に
よ
り
之
を
實
澄
す
る
の
用
意
を
訣
き

し
者
の
如
く
な

る
が
、
之
を
欧
洲
諸
國
に
つ
き
て
見
る
に
、
一
定

地
域
の
人

口
絶
対
数
が
、完
全
に
停
滞
し
同
数
を
緩
く
る
こ
と
、

實
際
に
は
存
せ
ざ
る
に
拘
は
ら
す
、
久
し
く
か
か
る
事
態
を
呈

す
べ
し
と
考

へ
ら
れ
、
そ
の
事
態
を
呼
に
定
数

。。団
団o
孟
覧
拙
著

「
ケ
ト
レ
ー
の
研
究
」
七
二
頁
以
下
に
は
常
敷
人
口
の
語
を
用
ゐ
、コ競
會



統
計
論
綱
」再
版
五
六
〇
頁
以
下
に
は
停
滞
人
口
、
本
誌
第
二
九
巻
第
六

號
所
載

の
拙
稿
に
は
不
動
撒
の
語
に
よ
り
、
同

一
観
念
を
言
表
せ
る
も
、

今
此
語
を
探
る
)
の
語
を
以
て
せ
り
、
さ
れ
ど

人
類

は
そ
の
生
を

託
せ
る
遊
星
の
攣
に
煩
慮
し
て
、
徐

々
に
現
出
し
屠
殖
し
得
べ

く
、
文
人
を
生
成
せ
し
め
絶
え
間
な
く
人
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ

き
、
自
然
そ
の
も
の
も
決
し
て
静

止
す
る
こ
と
な
き
を
以
て
、

右
の
如
き
事
態
實
際

に
存
し
得

べ
き
に
非
す
、
實
際
上

}
地
域

の
人

口
は

一
の
存
在
た
る
の
み
な
ら
す
、
叉

一
の
生
成
な
り
、

人
口
の
縄
掛
激
に
攣
化
あ
吻
、
兎
に
角
人
口
は
之
を
連
綿
織
綾

せ
る
現
象

と
し
て
取
扱

ふ
を
以
て
、
理
論
上
正
當
と
す
と

一
慮

は
観
じ
得

べ
き
も
、
そ
の
観
想
は
永
く
有
意
無
意
識
に
右
の
如

き
定
敬
観
に
煩
は
さ
れ
し
が
、
此
瓢
に
就
き
そ
の
煩
ひ
を
脱
出

す
る
こ
と
に

㎜
大
事
蹟
を
擧
げ
し
は
、
實

に
前
記
の

閑
話
箸

(
一
八
四
ニ
ー

一
九
二
六
)な
の
、
以
下
人
口
研
究
上
に
於
け
る
か

か
る
理
論
開
獲
の
跡
を
、

一
々
系
統
的
に
闡
明

せ
ん
と
す
る
の

意
味
に
よ
ら
す
、

一
は
春
塁
に
見
る
が
如
き

一
観
想
を

、
嚴
密

な

る
統
計
法
に
よ
り
取
扱

へ
る

「
例
を
、
指
示
せ
ん
と
す
る
の

趣
旨
に
よ
り
.又

「
は
近
年
往

々
に
し
て
そ
の
弊
あ
る
が
如
く
、

雑

錐

統
計
拾
穂
抄

入

日
生
成

層
減
の
學

理
攻
究
の
目

的
上

、
人

口
静

態
調

査
の
材

料

を
偏
重

し

、
同

一
研
究

目
的
上

一
着

眼
黙

は

、
別

に
爾
存

す

る
こ

と
を

示
さ
ん

と
す
る

の
趣
旨

に
よ
り

、
略
説

せ
ん
と
欲

す
。

図
嚢

で
τ

以
前
に
も

国
α
巳
σq
昏
Φ
お

の
教

授

目
巳

乱
09
冒
宇

。・9

あ

り
、

}
八

三
九

年
「
壽
命

の
法
則
」
O
。
器
9
α
醇

ト
o
げ
2
草

戸『
琶
「
を
著

は
し

、
死
亡

律
度

の
考
察

に
關
し

、

そ
の
以
前

に

於
プ

る
者

斬
死

乃
苦
果

二
発
き

竿
念
望

珊

、
、
寺

こ
琶
攻
k

コ

ー
ー

,
剛…口
ぞ

二、'
(
φ可
-
一'一

通

一三同
一言口
、ノ
望

♂

弓

壱

叱メ
型

ノ
ー

に
關
す

る

誕
生

遭

の
假

設

、
並

に
幾
何

比
例

に

よ
り
増

し
叉

は
減
す

べ
唐
人

脚
に
關
す

る
敬

墨
家

國
巳
需

の
研

究
油

(繰
返

し
死
亡
律
度
を

研
究
し
、
之
に
關
す
る

諸
研
究
は
、
冨
㊦
目
。一諾
冨
島
幹

}冷
「=
コ
窪

〉
富
山
吊]三
。
一
葦
0
1
一嵐
O
崎
ひ
M

に
掲
げ
ら
る
、
そ
の
研
究
法

は
前
記

竃
。
器
「
の
著
書

=

一
五
頁
以
下
に
詳
説
評
論
せ
ら
る
)

に
鋭

き

批
判

を

下
せ

る
の
功
を
立

て
、
擬

構

の
特
定

人

口
歌
態

に
よ

ら
す

、
全
く
定
律

な
き
人

口
が
實
際

存

す

る
儘

の
状
態

に
∀
適

合

す

べ
き

】
方

法

に
よ
り

、
別

言
す

れ
ば

不
定
数

人

口
に

つ
き

究

む
と

の
託

言
の

下
、
之

を
究
む

る
の

必
要
あ
り

と
論

断
し

、

現
に
そ

の
研
究
を
諸
階
級

及
諸

生

活
程
度

別

死
亡

に
迄

及
ほ

せ

る
も

、

そ
の

研
究
を
進
む

る
に
當

り
、
專

ら
保
険

會
肚

に
よ
り

第
三
十

一
巻

三
〇
五

第

二
號

一
四
九



雑

録

統
計
拾
穗
抄

集

め
ら

れ
し
経
験

材
料

を
利

用
し

て
、

一
般

人

口
統

計
の
材

料

を
顧

み
ざ
り
し

が

、
そ
の
後
約

三
十
年

を
経

て

菌
雪
間も

起
り

、

害
鳥
爾
に
則

り

つ

つ
、
同
人

に

よ
り
未
だ
啓

明

せ
ら

る
る
に
至
ら

ざ

り
し
缺
陥

を
補
ひ

た
り

、.
即

ち
氏

は
全
般

と
し
て

の
人

口
現

象

中
に

、
宿̀

さ
る

る
諸
特
質

を
究
明

し
叙

述
す

る
を

以
て
,
「
人

口
憂
縛

の
理
論
」

じ
ぼ

.一.『
o
o
ま

き
。。
ぎ

8
一冨

「≡
庭
塁

。
。
房
。
「

O

と
唱

へ
、
そ
の
理
論
は
概
括
的
人
口
誌
の

}
部

辷
り
、
隔
も
亦

そ
の
最
初
歩
の
部
分
た
る
は
、
人
口
誌
が
杜
會
諸
學
の
最
初
歩

の
部
分
た
る
に
異
ら
す
と
論
じ
お
き
つ
つ
、
右
の
名
目
を
表
題

と
せ
お

一
著
作
を
試
み

(
一
八
七
四
年
)
更
に
尚
そ
の
研
究
態
度

を
明
か
に
し
、
惟

へ
ら
く
人

口
攣
韓

の
墨
型
が
、
肚
會
諸
學
に

屡
す
と
す
べ
き
は
、
そ
の
取
扱

へ
る
材
料
共
通
な
る
が
た
め
に

撚
り
と
す
べ
き
の
み
、
そ
の
學
理
上
そ
の
特
定
材
料
に
施
す
研

究
は
馬
そ
の
方
法
よ
り
せ
ば
純
形
式
的
に
し
て
、
寧
ろ
癒
用
数

學

の
範
囲
に
鶴
す
べ
し

、
蓋
し
各
個
人
は
有
限
の
存
命
期
間
を

有
し
、
又
そ
・の
出
現
の
時
不
定
な
り
と
言

ふ

一
特
質
以
外
に
、

各
人
に
備
は
る
べ
き
そ
の
他

一
切
の
諸
特
質
を
、
そ
の
研
究
上

無
視
す
ぺ
け
れ
ば
な
り

、
從
ひ
て
同

「
の
學
理
は
、
人

口
と
同
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十

一
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號

一
五
〇

じ
仕
方
に
て
現
は
る
べ
き
、
一
切
の
現
象
に
適
用
さ
る
べ
し
と
。

か
く
て
氏
は

一
面
に
測
定
法
の
理
論
を
立
て
、
他
面
人
口
攣
轄

に
關
す
る
普
通
命
題
を
編
み
、
そ
の
結
果
成
行
の
儘
な
る
死
亡

律
度
を
件

ふ
べ
き

}
人
口
て
ふ
概
念
は
、
彼
に
よ
り
開
拓
せ
ら

れ
、
依
O
て
出
生
者
の
新
來
激
に
つ
き
始
め
よ
り
制
約
的
假
定

を
立
て
て
、
そ
の
研
究
を
進
む
る
が
如
き
こ
と
な
き
に
至
れ
り
、

換
言
す
れ
ば
出
生
者
を
時
の

…
函
数
と
し
て
、
叙
説
す
る
こ
と

に
よ
り
右
の
制
肘
よ
り
脱
出
し
、
出
生
嗣
出
の
渥
速

目)
三
三
咋

琴
詳

含
「
O
①
げ
日
【。熟
」
σQ
①

て
ふ
概
念
を
成
立
せ
し
め
九
り
、

氏
は
解
析
法
を
援
用
し
て
、
各
種
現
存
音
聾
又
は
死
者
群
に
關

す
る
、
数
墨
的
表
革
を
究
明
し
、
か
く
て
叉
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
に

適
切
な
る
測
定
法
を
究
明
せ
り
、
之
と
共
に
生
存
者
及
死
者

の

諸
群
衆
に
つ
き
匠
別
を
立
て
、
同
時
に
夫
等
の
間
に
示
さ
る
る

一
致
不

一
致
を
説
き
明
か
す
の
職
分
を
も
亦
解
決
し
た
り
。

内
コ
も
廿

は
統
計
の
計
算
手
績
に
、

数
量
的
明
快
を

加

味
し
て

取
扱

ふ
の
功
績
を
塞
げ
た
る
鮎
に
於
て
、
そ
の
以
前
に
於
け

る

猫
逸
大
多
数
の
學
者
に
勝
れ
り
と
す
べ
し
。
氏
の
見
解
に
よ
る

に
、

}
般
に
統
計
墨
に
し
て
諸
項
目
の
愚
昧
な

る
撮
要
に
略
ゐ



●

る
な
く
、

一
目
的
の
た
め
に
蓋
す
べ
く
ん
ば
、
必
然
的
に
計
数

駈

の
諸

合
計

に

つ
き

、
そ

の
概
念

的
諸
特
質

を

、

「
層
明
快

に
研

究
す

る
の
要

あ
り

、
統
計

的

研
究

に
あ

り
て

は
、
従
来

普
通

に

行
は

れ
し

が
如
き

、
粗
大

な

る
経
験

談
義

の
代
り

に
、

一
の
合

理
的
方

法
慮

用
さ
る

る
の
要
あ
り

と

せ
り
、
氏

は
文
學
教

授

た

り
し
と
共

に

、
出

で

て
は
錯

遜
統
計

局
長

た
り

し
経
歴
を

も
有

し
た

り
、
從

ひ
て
計

撒

材
料

の
膿

理
に

必
要
な

る

、
注
意

の
綿

密
材
料

比
別

つ
羽
数

よ

、
モ
乃
誕

蒲

ビ
る
折
ヒ

6
を
言
じ

で
可

',・
・'
,
.⊥産
'
・
(
一
手

を

I
J
(
6
・ノ
囹

噛

`
ノ

一'
一
・ノ
イ

や
一一

な
り

、
叉

普
通
統
計

學
者

に
よ
り

行
は

る
る
が
如
き

計
籔
利

用

叉

は
経

験
談
義

は

、
瓦
之

ケ
爲

さ
ん
と

せ
ば
成
す

の
易

々
た
り

し

や
推
断

し

て
疑

ふ
べ
く

も
罪

す
、
然

る
に
氏

は
蓬

に
出

で
す

、

純

理
の
立
定

に
専
念

し
て
右

の
名
著

を
胎
し

た
り

、
こ
は
後
學

と
し

て
須
ら

く
銘

記
す

べ
き

【
事

た
る
と
共

に
、

そ
の
著

書

に

於

け

る
論

理

的
敬
學

的

明
快

に
つ
き

て
は

.
大
に

敬
意
を

表
す

べ
し

。
而

も
亦

死
亡
律

度

の
研
究

以
外

人

口
現
象

の

研
究
が

、
氏

以
後

人

口
静

態

の
材
料

、
特

に
人

口
構

成

に
も

大

に
鑛
張

せ
ら

れ

た
る
今

日

、
そ
の
限

ら

れ
た
る

研
究
態

度
に

つ
き

て
は

、
俄

か
に
満

腔
の
賛
意

を
表

し
難

き
を
想

ふ
。

四

、
国
勢

調
査

を
曠
古

の
事

業
た

ら
し

む
る
と

否
と

は
、
將

雑

錐

統
計
拾
穂
抄

來
の
問
題
た
り
、
實
査
を
確
實
に
途
げ
得
る
や
否
や
、
實
査
せ

る
結
果
を
、有
益
な
る
仕
方
に
整
理
し
得
る
や
否
や
に
よ
り
、
決

せ
ら
る
べ
し
と
は
.
大
正
九
年
の
第

「
回
国
勢
調
査
に
先
ち
、

公
表
せ
る

一
文
中
に
挿
め
る
所
、
其

の
所
謂
る
整

理
中
に
は
、

之
を
廣
義
に
解
し
學
者
否

一
般
公
衆

に
よ
る
計
数
利
用
を
も
含

意
せ
し
め
得

べ
し
、
第

「
回
國
勢
調
査
の
油
溝
な
る
報
告
書
今

年
に
入
り
、
纏
か
に
完
成
せ
た
れ
た
な
に
、
同
様
否

「
暦
浩
溝

な
る
材
料
は
、
將
に
調
査
蒐
集
さ
れ
ん
と
し
つ
つ
あ
り
、
・か
か

る
貴
重
の
資
料
を
活
用
す
る
な
く
、
否
活
用
す
る
の
途
に
通
ぜ

ざ
る
の
嫌
あ
ら
ば
、
國
勢
調
査
を
途
ぐ
る
の
準
備
完
き
を
得
た

り
と
す
る
を
得
ん
や
、
素
よ
り
本
秋
調
査
に
は
四
つ
の
新
調
査

事
項
を
附
加
し
、
そ
の
殆
ん
ど
全
部
に
多
大
の
調
査
難
を
件
ふ

を
以
て
、
そ
の
調
査
の
途
行
に
違
算
な
き
を
期
す
る
も
、
當
面

の
準
備
な
り
、
さ
れ
ど
併
せ
て
右
の
大
準
備
に
心
掛
く
る
な
く

ん
ば
、
徒
ら

に
國
費
を
投
じ
て
、
死
屍
の
累
積
に
汲
々
九
る
の

悔
を
後
世
に
胎
さ
ん
。
此
短
編
惟
ふ
に

一
片
の
閑
文
字
を
以
て

遇
せ
ら
る
べ
き
も
、
吾
人
が
敢
て
之
を
寄
稿
せ
る
は
、
右
の
趣

旨
に
基
づ
き
残
し
む
る
所
あ
ら
ん
と
す
る
の

一
念

に
讒
す
。
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